
１　社会科学における社会調査

１．１　調査票を用いた標本調査

　種々の社会問題を考察するてがかりとして調

査を実施する際，こんにちではコンピュータが

誰にでも簡単に利用できるようになったおかげ

で，利用できる統計ソフト（統計パッケージ）

によって適用可能なデータ分析手法は多少異な

るものの，ある程度の量の対象者に“アンケー

ト調査”を実施して，その情報を活用するとい

った方法が簡単に利用されるようになってい

る。

　ところで調査を行う際に，たとえば国勢調査

のように調査テーマに関係する集団の全員の集

合，すなわち母集団に属する全員が調査の対象

となるもの（＝全数調査，悉皆調査）と，母集

団の中から一定数を選んで標本（サンプル）と

し，この標本を対象として調査を実施するもの

（＝標本調査）がある。今日，社会調査の多く
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　絶え間なく変化する現代社会を研究対象としている社会科学では，調査を実施しデータを収集する
ことは最も有効な研究方法の一つであり，その実施が研究を進め種々の問題を理解するうえで重要な
役割を果たす。調査を実施する際には，当該の問題に接近するために適切と考えられる調査方法が，
様々な調査方法の中から選択される。なかでも，調査票（質問紙）を用いるデータ収集法は，“アンケ
ート調査”などとして今日最もよく用いられる調査方法である。本稿の目的は，調査票を用いた標本
調査のうち，とくに無作為標本抽出（ランダムサンプリング）による調査実施の手続きについて解説
し，その利用の便を図ることである。無作為標本抽出（ランダムサンプリング）は偏りのない良いサ
ンプルによる調査方法であるが，その実施のためには標本抽出の設計や標本抽出台帳の閲覧などいく
つかの手続きが必要となる。そのため，ランダムサンプリングが科学的な調査方法であることを認識
しつつも，その手続きになじみがないため，実際には他の簡便な方法を利用する研究者は多いと思わ
れる。本稿は，具体的な調査─京都市で実施した女性を対象にした調査（以下，京都市調査とよぶ）
─に沿って，このやや煩雑とも考えられがちな無作為標本抽出を用いた調査の実際について簡単に説
明する。
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が標本調査として実施されているが，ここで重

要な点は，科学的な社会調査では調べたい対象

である母集団をきちんと設定しなければならな

いということである。標本調査の目的は，母集

団全体を調査するかわりに，その一部分である

標本（サンプル）を調査することで，一部の結

果から全体を推測・推定することである。この

とき，もし標本が偏ったものであると，調査の

結果が何を代表しているのかが明確ではなく，

結果の知見について過度な一般化はできなくな

る。したがって標本調査を実施する場合は，ど

のように標本を選ぶかが調査の最も重要なポイ

ントの一つとなる。

　では，よい標本とはどのような特徴を持ちい

かなる方法によって選んだものといえるのだろ

うか。よい標本の条件とは「偏りがないこと」

であり，できるだけ偏りのないサンプルからデ

ータを収集することが，精度の高いデータを集

める社会調査の目指すところである。これは，

母集団を代表する（representative）標本とよば

れる。代表性のある標本を抽出するには母集団

の各個体が等確率で無作為に選ばれる方法，つ

まり「無作為標本抽出法（ランダムサンプリン

グ）」が望ましい方法と考えられている。

１．２　無作為抽出に必要な標本抽出台帳

　無作為抽出を実施するにあたって必要となる

のが，母集団全員のリストである。これは標本

抽出台帳（サンプリング台帳）とよばれ，たと

えば○○市の住民を母集団とするならば住民基

本台帳，○○市の成人を母集団とするなら選挙

人名簿，などということになる。あるいは△△

大学生が母集団なら全学生の学生名簿というこ

とになるだろう。研究テーマや調査目的に応じ

て，これらのうち利用可能な抽出台帳を用いて

無作為抽出を行うことができる。京都市調査で

は，選挙人名簿を標本抽出台帳として利用する

こととした。以下の節で，京都市調査の概要お

よびサンプリングの手続きについて詳述する。

２　京都市調査でのサンプリングの手続き

２．１　調査目的と調査の概要

　まず簡単に調査の目的と概要についてふれて

おく。京都市調査の目的は，現代女性の生活の

質を規定している要因を明らかにすることであ

る。現代社会の特徴である「ワーキングライフ

スタイルの多様化」が社会階層上の地位やソー

シャルネットワークとどのように関連し，生活

の質を規定しているのかについて着目した。主

要な目的は３つあり，第一に，京都市の女性の

おかれている生活の実態を，全国的な水準と比

較してその特徴を明らかにすること，第二に，

子育て期女性の社会的資源の実態を，とくにソ

ーシャルネットワークの側面に着目して明らか

にすること，第三に，生活の質の側面として

Well-Beingや私生活重視ライフスタイルなどを

概念化して測定するとともに，多様な就業スタ

イルの女性の社会階層と生活の質に関する因果

メカニズムを明らかにすることである。

　調査は，京都市に在住する２０歳から５０歳まで

の女性を母集団とし，各行政区に納められてい

る選挙人名簿を用いた層化多段抽出法によるサ

ンプリングを行うこととした。抽出された標本

の数は１０００，調査地点は１００である。また調査

は郵送法により２００５年６～７月に配布・回収を

行った。

２．２　調査地点と調査対象，サンプル数の決定

　京都市を調査対象として選び，京都市のすべ
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ての区を調査対象とした理由は以下の通りであ

る。東京都区部と政令指定都市を対象にした大

都市比較統計年表によると京都市の合計特殊出

生率は平成１５年度には１.１４と東京都区部

（０.９６），札幌市（１.０２）に次いで低いことが明ら

かになっている。これは，京都市が“都市型”

の都市であることを端的にあらわしている。本

調査研究は京都市を調査対象地域にしつつもそ

の視野の先には，現代社会の問題を多く抱える

“都市型社会”に生きる女性全般が含まれる。

このことを考慮すると，抽出された標本は都市

型である京都市を正確に代表したものでなけれ

ばならない。したがって京都市調査では，京都

市内在住の女性を代表するように京都市内すべ

ての１１の行政区を調査対象として層化二段抽出

法によりサンプリングを行った。

　本調査研究の対象者は２０歳から５０歳までの女

性である。調査対象者を限定した理由はこの年

齢層の女性が「子育て期」に当たるからであ

る。「子育て期」の女性を調査対象にすること

によって，結婚の有無，子どもの有無，就業の

有無，さらには彼女たちが接するジェンダーに

かかわる社会の不平等構造といった幅広い視点

から生活の質について検討することができる。

加えて，「平成１３年度　国民生活選好度調査」

（内閣府　国民生活局）によれば，「結婚しなく

ても満足で豊かな生活ができる」と考える人は

男性２９.３％，女性３５.７％と女性の方が高いこと

が明らかになっている。このことから男性に比

べて女性の方が既存の「結婚＝豊かな生活」と

いう従来の図式が崩れてきているといえる。現

代女性が結婚だけを豊かな生活として捉えてい

ないのならば，生活の質を規定するものも多様

なはずである。このような理由から本調査研究

では調査対象者を２０歳から５０歳までの女性に限

定している。

２．３　サンプリングの方法

　無作為抽出には，単純無作為標本抽出，系統

抽出法，層化抽出法など種々の方法がある（そ

れぞれの方法の詳細に関しては社会調査のテキ

ストなどを参照されたい）。最もシンプルな方

法は単純無作為抽出法であるが，標本数がある

ていど多い場合には手間がかかることから実際

に用いられる場面は少ない。また実際問題とし

て母集団があるていど大きい場合には，しばし

ば標本抽出台帳が分冊になっており母集団全体

が１つのリストにまとまっていないため，調査

対象全員に一連番号をつけることは難しい。そ

こで実際に全国調査や全市を対象とした調査で

多く用いられる標本抽出の方法は，層化多段

（二段など）標本抽出である。これはたとえば，

全国調査の場合，自治体の規模などによって

市・町・村を層化するなどして，まず第一段階

では市町村単位とか選挙の投票区や国勢調査区

といった小地域を抽出単位として抽出し，次に

第二段階として地域ごとの選挙人名簿など抽出

台帳を用いることによって，個人を第二次抽出

単位として抽出できるといった方法である。

　京都市調査では，層化二段抽出法によりサン

プリングを行っている。京都の１１の区の特性に

よる偏りを最小にするため，区による層化を行

い，確率比例抽出法でサンプルを抽出した。利

用できるサンプリング台帳として最も適当なも

のは京都市選挙人名簿（平成１７年３月版）であ

った。また区ごとの投票区，投票所名，および

男女別の選挙人名簿登録者数（有権者数）の一

覧は選挙管理委員会から誰でも入手できるの

で，あらかじめこれを利用してサンプリングの

枠組みについての設計を行った。
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２．４　層化二段抽出における層化の方法

　まず，平成１５年度京都市地目別土地面積を参

考に１１の区を，商業地・工業地・住宅地の地区

特性により３つの層に分け，それぞれの層の要

素数（人口比率）に比例するよう第一次抽出単

位としてクラスター（選挙の投票区）を選出し

た。

　次に，選ばれたクラスターである投票区か

ら，第二次抽出単位である個人の抽出を行うた

め，投票区ごとに抽出間隔を算出し，乱数表か

らランダムスタートを選び出した。なお，今回

の調査対象者は２０歳から５０歳までの女性である

ため，選挙人名簿から等間隔で選ばれた者が男

性および対象範囲以外の年齢（昭和２９年以前出

生）の女性にあたった場合は捨てながらサンプ

リングを行うこととした。

　標本の設計に関しては，以上のようにサンプ

リングの枠組みを決定し，選挙人名簿から標本

抽出を行うための準備をあらかじめ整えた。

　なお，しばしば，転居・住所不明や死亡とい

った「調査不能」の回答者がいた際にはサンプ

ルを補充するために，各調査地点から数名ずつ

を予備サンプルとしてサンプリングしておくこ

とがある。しかし今回の調査では，郵送調査の

スケジュールの都合上，上記の「調査不能」が

判明した後に予備サンプルに対して調査票を郵

送するのは時間的に困難であるといった制約も

あったため，予備サンプルを取ることをせずに

１０００サンプルを抽出することとした。

２．５　選挙人名簿の閲覧申請

　次に必要な手続きは，役所など抽出台帳を管

理する機関への閲覧許可申請である。京都市の

場合，選挙人名簿は区ごとに各区役所の選挙管

理委員会が管理しているため，閲覧対象となる

区の選挙管理委員会に対して手続きを行う必要

がある。

１京都市に対して行う手続き

　選挙人名簿の閲覧にあたってまず始めに行う

ことは京都市選挙管理委員会への調査対象・調

査目的・調査事項の説明である。実際に選挙人

名簿の閲覧の許可を受けサンプリングを行うの

は各区役所であるが，事前に京都市選挙管理委

員会に調査説明を行っておくことで各区役所

に，おおよその調査時期・氏名・所属機関・調

査名を通達してくれる。この手続きを踏むこと

によって各区役所でアポイントメントを取るの

がスムーズに進む。この段階での京都市選挙管

理委員会への説明は口頭でもかまわないが，調

査名称や調査対象などの調査内容をまとめた調

査説明書をあらかじめ準備しておくとよいだろ

う。また，京都市選挙管理委員会では「選挙人

名簿閲覧申請書兼誓約書」，「選挙人名簿閲覧者

誓約書」，「調査説明書」，「事業終了等報告書」

を手に入れることができる。これらはそれぞれ

選挙人名簿を閲覧する各区役所の選挙管理委員

会に提出する必要がある。「選挙人名簿閲覧者

誓約書」は選挙人名簿を複数人で閲覧する場合

に必要な書類であり，全員分の住所・勤務先・

氏名・電話番号・捺印が必要である。また，

「事業終了等報告書」は調査研究が全て終わっ

た時点で各区の選挙管理委員会に提出するもの

であり，必要な手続きは選挙人名簿の閲覧だけ

に限ったものではないことに注意する必要があ

る。

２各区役所に対して行う手続き

　各区役所では閲覧時に，「選挙人名簿閲覧申

請書兼誓約書」，「選挙人名簿閲覧者誓約書」，
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「調査説明書」を提出しなければならない。こ

れらの書類は京都市選挙管理委員会にて事前説

明を行った時に手に入れることができるのであ

らかじめ記入しておいたものを提出するだけで

よい。また，全ての調査終了後には「事業終了

等報告書」を提出する必要がある。

　なお，コストの点についてであるが，京都市

では学術目的調査で選挙人名簿を標本抽出のた

めに閲覧する場合は無料で閲覧することができ

る。また，筆者がこれまで他のいくつかの自治

体で選挙人名簿を利用した標本調査を実施して

きた際にも，いずれも無料であった。ちなみ

に，住民基本台帳の閲覧にかんしては現在のと

ころ京都市では有料であり，閲覧と同時に標本

抽出のための転記も可であるが，手数料として

１０件ごとに３５０円かかるとのことである。

３申請書類について

　「選挙人名簿閲覧申請書兼誓約書」は，閲覧

目的，閲覧日時，閲覧の範囲・閲覧の対象を記

入するものである。閲覧の範囲・対象には，該

当地区と対象者，閲覧件数と，選挙人名簿から

書き写す筆記項目について，住所，氏名，生年

月日，性別のうち当てはまるものを選択する。

また，閲覧者の住所・氏名・電話番号・捺印

（ここでは閲覧者１人のみ）はもちろんのこと，

閲覧申請者として所属機関の代表者の署名も必

要である。京都市調査のように大学に所属して

いる者が閲覧を申請する場合には学長もしくは

学部長が閲覧申請者として署名を行わなければ

ならない。

　「選挙人名簿閲覧者誓約書」は，選挙人名簿

を複数人で閲覧する場合に必要なものである。

ここには閲覧者全員の，住所・勤務先の名称・

氏名・電話番号・捺印が必要である。閲覧に数

日間要する場合には，日によって閲覧者が変更

することも考えられる。そのような場合にも毎

回申請し直すのではなく全ての閲覧者を最初か

ら記入して申請しておけばよい。

　「調査説明書」は，調査名称・調査目的・調

査対象数・調査対象（対象抽出方法等）・調査

事項・公表の有無・公表の時期・事業の終了時

期・報告書の有無・報告書の名称を記入するも

のである。「調査説明書」は必要項目を満たし

ていれば自分で作成したものであってもよい。

実際に京都市調査の場合には，これらの調査事

項を記載した調査説明書をワープロで作成して

提出した。研究目的・調査対象・調査事項など

の項目は自然と分量が多くなりがちであるので

既存の「調査説明書」には書ききれない場合が

ある。ワープロを使って自分で作成すれば複数

の選挙管理委員会に提出する場合にも，行政区

を書き換えて印刷するだけで簡単に仕上がる。

この点でも「調査説明書」は自分で作成するの

が良いであろう。

　「事業終了等報告書」は，調査研究が全て終

わった時点で各区の選挙管理委員会に提出する

ものである。ここには，調査名称・調査期間・

調査対象・選挙人名簿閲覧日・転記資料枚数・

転記資料の処分方法などを記入しなければなら

ない。「事業終了等報告書」は事後提出である

のでサンプリングに直結したものではないが，

転記資料が適切に処分されたことを報告するた

めにも事業終了後には必ず提出しなければなら

ない。また，このような性格のものであること

から，選挙人名簿の閲覧終了時ではなく調査研

究終了時（１年，２年先でもよい）に提出する

ことに注意しなければならない。
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２．６　閲覧・抽出作業（サンプリング）の実

際と注意点

１区役所へのアポイントメント

　さて実際に各区役所でのサンプリングを行う

にあたり始めにしなければならないのが区役所

へのアポイントメントである。本調査研究では

事前に京都市選挙管理委員会が各区役所の選挙

管理委員会へ通達を行ってくれていたので各区

の選挙管理委員会では所属機関と名前を名乗る

だけで閲覧日時の交渉に入ることができた。閲

覧日時の交渉では希望日と時間を告げるのだ

が，他の閲覧希望者と重なったり，部署の都合

などで閲覧できない日もあるので交渉前にはあ

らかじめ２，３の予備日も含めて考えておくと

よい。

　この段階では，閲覧日時の取り決めだけで済

まされるものと「選挙人名簿閲覧申請書兼誓約

書」・「調査説明書」の事前審査が必要であるも

のと２通りの場合がある。閲覧日時の取り決め

だけの場合は，当日に「選挙人名簿閲覧申請書

兼誓約書」・「選挙人名簿閲覧者誓約書」・「調査

説明書」を持参して約束の日時に選挙管理委員

会に行けば良い。一方，提出書類の事前審査が

必要な行政区には必要書類に記入したうえで予

めＦＡＸにて送付した。この場合，事前に書類

が選挙管理委員会にて審査され，さらに詳細な

記述を求められることもある。実際に京都市調

査においても同じ提出書類でも区によっては，

より詳細な記述が求められることがあった。事

前審査の必要がある行政区では，事前審査の段

階で指摘された箇所を書き加えるなどして審査

を通るかたちに仕上げたものを閲覧当日に提出

した。また，閲覧当日には身分証明書を確認さ

れるので忘れないように注意されたい。

２リストへの転記

　まず気をつけねばならないのは京都市の場

合，選挙人名簿は投票区ごとに整理されている

が必ずしも一冊に収まっているとは限らない点

である。なかには人数が多くて分冊されている

ものもあるのでサンプリングを始める前に確認

しておかねばならない。選挙人名簿の確認が終

わったら，いよいよ調査対象者のサンプリング

とリスト（調査対象者原簿）への転記である。

選挙人名簿には，氏名・住所・生年月日・性別

が記載してあるので，スタート番号から抽出間

隔ごとに名簿登録者を拾っていき，調査対象者

範囲以外の者は捨ててサンプリングをおこな

う。サンプリングのなかで調査対象者にあたっ

た場合は，順々に調査対象者原簿に転記してい

く。選挙人名簿からのサンプリングと調査対象

者原簿への転記はこの繰り返しである。

　この時に用いる調査対象者原簿は，氏名・住

所・出生年月日・性別の４項目について転記す

る欄を作成して事前に用意しておくべきであ

る。こうすることによって作業の時間を大幅に

削減することができる。さらに本調査研究のよ

うに郵送調査法を採用する場合には，調査対象

者原簿に市販のラベル紙を用いるのもよいだろ

う。本調査研究ではあらかじめ，ラベル紙に

「京都市○○区」と氏名の後の「様」だけ印刷し

ておいた。これらは宛名ソフトで簡単に作成で

きる。このようにラベル紙を用いれば，サンプ

リング終了後にはラベル紙をコピーしたものを

「調査対象者原簿」として保管し，ラベル紙は

そのまま封筒に貼り付ければよいので再転記に

ともなう作業時間と転記間違いを減らすことが

できる。また，督促状の送付など再度郵送が必

要になった場合に調査対象者原簿をラベル紙に

直接コピーすればすぐに使えるというメリット
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もある。

　選挙人名簿から調査対象者原簿に転記する際

には注意しなければならないことがある。本調

査研究では，調査対象者の年齢と性別を限定し

ていたことから，確認のためラベル紙の枠外に

生年月日と「調査対象者の世帯主と推測される

人物の名前」を記入した。調査対象者の世帯主

と推測される名前を付記する理由は，選挙人名

簿には住所を特定するものが地番までしか記載

されていないからである。したがって，サンプ

リング終了後に住宅地図を参考に世帯主の名前

から正確な住所を特定しなければならない。京

都市調査のように女性が調査対象の場合は，本

人が世帯主でない場合も多い。このようなこと

から，調査対象者原簿への転記の際には地番の

変り目と苗字から世帯主と考えられる者の名前

を追加情報として添えることが有用である。

３サンプリング作業時間について

　選挙人名簿から「調査対象者原簿」への転記

に費やす時間は閲覧者によってことなるが，筆

者の場合，慣れてしまえば１５分で１０名前後を書

き写すことができた。しかし，調査対象に該当

する人物になかなかあたらない場合や，選挙人

名簿が分冊されている場合などには時間がかか

るので１時間で３０人程度と考えるのが妥当だろ

う。一般的に閲覧と転記を行う作業場所は選挙

管理委員会の一部のスペースを借りて行うこと

になるので極々限られた作業スペースである。

筆者の場合，転記作業をする場所がなく閲覧当

日にたまたま休みだった職員の机を借りて転記

作業をしたこともある。このように作業スペー

スが限られているので閲覧作業をする者は多く

ても３名ほどが限界である。作業場所が区役所

の一部署であることを考えると，それ以上の人

数は職員の仕事に差し障りがあるので控えたほ

うがよいだろう（もちろん，あらかじめある程

度のスペースを利用できることがわかっている

場合はこの限りではない）。また，区役所では

１２時から１３時の間は昼休憩を挟むのでその間は

作業を行うことができないことがある。このよ

うな理由から，多くの調査対象者を抽出する際

には区役所には朝一番から閲覧できるように頼

んでおくのがよい。筆者もサンプリングを行っ

ている時にスタート番号を間違えていることに

気づき，後になってもう一度やり直したという

ことがあった。この時も時間に余裕をもって閲

覧できるように調整していたため，サンプリン

グをやり直し無事に当日中に作業を終えること

ができた。

４その他の注意点

　選挙人名簿の生年月日は元号で記載されてい

るので，調査対象者に年齢制限を設けている場

合には，事前に何歳から何歳までが対象となる

のかを西暦から元号に変換してメモしておけば

判別が容易である。また，明治，大正，昭和，

平成の違いに注意する必要がある。

５プライバシーの保護

　標本抽出後は，対象者リストの管理について

十分な配慮を行わなければならないのはもちろ

んのこと，とくにパソコンのハードディスクな

どに対象者リストのデータを保存しないなどの

注意が必要である。さらに，調査後は「事業終

了報告書」に記したように，焼却もしくは溶解

などの処分が必要である。
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３　個人情報保護と学術調査のためのサンプリ

ング

　従来より，調査実施の際の個人データの取り

扱いについては，プライバシー保護の観点から

適切なデータの管理といった細心の注意が求め

られてきた。さらに，とりわけ近年は，個人情

報が商業的利用のために売買されたり情報が漏

洩するということが多発しており社会の人々の

プライバシー情報に対する不安が高まってい

る。こうしたなかで２００５年４月から個人情報保

護法が施行され，個人情報の適切な利用と適正

な管理はますます多くの人々が関心を寄せると

ころとなっている。

　個人情報保護に関する法律の趣旨は，「個人

情報の有用性に配慮しつつ個人の権利利益を保

護」することとあるように，行政機関や民間部

門が保有する個人情報の保護をはかることであ

る。この法律における「個人情報」とは特定の

個人を識別できる情報である。ところで，今回

の京都市調査のような学術研究目的の調査を行

ううえで，選挙人名簿や住民基本台帳などとい

ったサンプリング台帳の閲覧を行い，調査対象

者の住所，氏名，といった個人情報を台帳から

抽出することは不可避な手続きである。なぜな

らば，選挙人名簿や住民基本台帳を利用した無

作為抽出による調査は，それによって得られた

偏りのないサンプルのデータを活用して母集団

の特性を知ることが可能になる非常に有用な調

査だからである。学術調査の必要性や意義とい

った点から，現在の個人情報保護法のもとで

も，こうした学術調査目的での選挙人名簿や住

民基本台帳の閲覧については許可されてきた

（第５０条　適用除外の規定による）。もちろんこ

れは，学術調査の調査結果の利活用，公共の利

益という長期的なメリットが社会にとってもあ

るからである。

　しかしながら現在，住民基本台帳や選挙人名

簿の閲覧に関する法改正（具体的にはその制限

に結びつく）も一部で検討され始めるなど，今

後は徐々に名簿の閲覧は制限される傾向にあ

る。研究者や調査主体以外の一般の人々の中に

は，自分の個人情報が扱われることに対する不

安を抱く者が少くない中で，個人情報保護法の

もとで今後も学術調査を行う私たちには，個人

情報の適正な取扱いが一層求められている。同

時に，調査研究の成果を社会にフィードバック

することで，人々から得たデータを利用するこ

との有用性にたいする理解を得られるよう，常

に心がけることが重要である。
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Abstract: Sample surveys have become increasingly important in a wide variety of social science 

fields. Although many researchers are interested in carrying out quantitative social research using 

random sampling methods, believing them to be useful, a non-probability sample, or a 

c̀onvenience’ sample, is sometimes used due to unfamiliarity with available procedures for 

obtaining a probability sample. 

　The purpose of this paper is to provide an introduction to the random sampling procedure using 

a voter registration list as a sampling frame, one of the many available procedures for selecting 

samples. We illustrate a strategy to create a probability sample using stratified sampling by the 

use of an example of a survey research conducted in Kyoto by our group. Some issues relating to 

the Personal Information Protection Law and sampling drawn from sampling frames maintained by 

the offices of local governments are also discussed. 
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